
第3号議案 神戸国際港都建設計画

生産緑地地区の変更

（八多58生産緑地地区ほか３地区）



生産緑地地区の都市計画上の位置付け

生産緑地地区とは

市街化区域内にある都市農地を計画的に保全して良好な都市
環境を形成することを目的として指定するもの

市街化区域内農地

生産緑地

保全する農地 宅地化する農地

2016年

都市農業振興基本計画閣議決定

都市農地の位置づけを「宅地化
すべきもの」から都市に「あるべき
もの」へ転換

2018年度～
追加指定

生産緑地

（特定生産緑地）

1992年～

都市計画決定より30年経過
（2022年～）

生産緑地

（特定生産緑地以外）
生産緑地以外の農地



生産緑地・特定生産緑地の税制優遇等について

農地評価

農地課税

生産緑地以外
の農地

生産緑地

特になし
３０年間
建築制限あり

宅地並み評価

宅地並み課税

納税猶予なし納税猶予あり（終身営農で免除）

区 分

制限

固定資
産税の
課税

相続税の
納税猶予

生産緑地
（３０年経過前）

[Ａ]

生産緑地
（３０年経過後）

[Ｃ]

宅地並み評価

宅地並み課税
5年間激変緩和措置

納税猶予なし
現世代の納税猶予のみ
終身営農で免除

買取り申出可能
建築制限あり

特定生産緑地
[Ｂ]

１０年間
建築制限あり

買取りの
申出

いつでも可能
主たる農業従事者の死亡・故障

を事由に可能

農地等としての管理義務あり



生産緑地地区の追加（指定要件）

２.面積が300㎡以上の規模の一団のものの区域であること

３.用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能
な条件を備えていると認められるものであること

１.公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の
保全等、良好な生活環境の確保に相当な効用があり、
かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適して
いるものであること

（「神戸市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」平成30年4月1日施行）



生産緑地地区の削除（要件）

１. 市に対する生産緑地の買取り申出後、３ヶ月が経過し、

農地としての管理義務や建築行為等の

制限が解除された場合

２. 生産緑地地区内において公共施設が設置された場合

買取り申出の要件

１ 生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過した場合

２ 農業の主たる従事者が死亡した場合

３ 農業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合



変更の概要

地区名称 変更前 変更後 増減 備 考

須磨55生産緑地地区 - 約0.06ha 約0.06ha 追加

須磨56生産緑地地区 - 約0.10ha 約0.10ha 追加

八多58生産緑地地区 約0.15ha 約0.08ha △約0.07ha 変更

伊川谷27生産緑地地区 約0.18ha 約0.08ha △約0.10ha 変更

変更：２地区、△約0.17ha 追加：２地区、約0.16ha



計画図
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変更前後対照表

種類 変更前 変更後 増減

地区数 497地区 499地区 ２地区

面積 約98.59ha 約98.58ha △約0.01ha

生産緑地地区 地区数及び面積（全市）


